
個人住民税（均等割及び所得割）の概要

区分 個人住民税 （参考）所得税

課税主体 賦課期日(1月1日)現在の住所地の市町村及び都道府県 国

納税義務者

課税方式 賦課課税方式（市町村が税額を計算、確定）

課税標準 （所得割）前年中の所得金額 所得金額（現年）

税率 ＜総合課税分＞

課税総所得金額等

195万円以下

330万円以下

695万円以下

900万円以下

1,800万円以下

4,000万円以下

4,000万円超

＜分離課税分＞

(例)課税長期譲渡所得金額 課税長期譲渡所得金額

所得控除 ・基礎控除 33万円（令和３年度分以降43万円） ・同左 38万円（令和２年分以降48万円）

・配偶者控除 最高 33万円 ・同左 最高 38万円

・扶養控除 33万円 等 ・同左 38万円 等

課税最低限

税額控除

・配当控除 ・配当控除

・外国税額控除 ・外国税額控除

・配当割額控除

・株式等譲渡所得割額控除

・調整控除

・住宅借入金等特別控除

・住宅借入金等特別控除 ・住宅借入金等特別控除

・寄附金税額控除 ・試験研究を行った場合の

特別控除 等

税率

10％

合計

40％

市町村

45％

（その他）

一律 15％

（二重負担を調整する主旨のもの）

均
等
割

市町村

所
得
割

①市町村・都道府県内に住所を有する個人
（均等割・所得割）
②市町村・都道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有
する個人（①に該当する者を除く）
（均等割）

夫婦子2人の給与所得者（子のうち1人が一般扶養控除、1人が特定扶養控除の対象）

295万円 355万円

10％

20％

日本国内に住所又は居所を有する個
人等

5％

6％

合計

※　復興財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの各年度分の均等割の標準税率について、
　　年1,000円（市町村分500円、都道府県分500円）引き上げている。

33％

（税源移譲に伴う調整）

3,500円

1,500円

4％

3％ 2％

都道府県

一律

※　指定都市に住所を有する者については、
　市町村民税8％・道府県民税2％。

標準税率（年額）

都道府県

申告納税方式（納税者又は源泉徴収
義務者の申告、年末調整により、税
額を確定）

標 準 税 率

23％

一律

5％

都道府県市町村


